
 

第２８号様式（第２４条関係） 

 

自 衛 消 防 訓 練 通 知 書 

                          

                           〇〇〇〇年 12月 1日 

  

 大和市消防長  あて 

 

 

                 防火管理者 

                 職・氏 名  店長・大和 太郎        

 

防火対象物の所在地 大和市深見西○丁目○○番○○号 

防火対象物の名称 
 ○○ビル  用途 

 （項別） 

 

 

 

１６項イ 

事業所の名称等 
 ○○○ストアー（１階）  用途 

 （項別） 
４項 

実 施 日 時  〇〇〇〇年１２月２２日  １３時３０分 ～１４時３０分 

訓 練 種 別 

 １ 消火訓練  ２ 通報訓練  ３ 避難訓練 

 

 ４ 総合訓練  ５ その他（          ） 

参 加 人 員 １０名 連絡先 
ＴＥＬ 

○○○－○○○○ 
担当者 

氏 名 

 大和 太郎 

訓 練 概 要 

 

○○○ストアー厨房から出火したという想定で、初期消火・消防署への１１９番通報 

及びお客様の避難誘導を一連の動きで行う。 

 ※ 通報については実際に１１９番に連絡します。 

 ※ 初期消火は店舗にある消火器を使用し模擬で行います。 

 ※ 返信希望 FAX○○○‐○○○○ 

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

※欄は、記入しないで下さい。 

実施日の１週間前までに通知して下さい。 

ＦＡＸによる通知可 ＦＡＸ２６２－０１１９ 消防本部予防課査察指導係宛 

 

届出をする日を記入

してください。 

防火対象物名と事業所の

名称の違いに注意。 

訓練種別に○を付けま

す。(資料 1参照) 

用途(項別)は資料 4 を

参照して記入してくだ

さい。 

訓練内容を記入してく

ださい。(資料 1参照) 

通報訓練要領は資料 3を参照 

副本の返却を希望するときには 

「返信希望 FAX 000-0000」と訓練概

要欄に記入してください 



 

 

資料１ 



 

 

資料２ 



 

１１９番通報訓練要領 

 

事業所・・・訓練の２～３分前程度に、２６１－１１１９番に電話する。 

 

○○○○です。○○時に通報訓練してよいでしょうか？ 

住所は、大和市○○丁目○○番地です。 

電話番号は、○○○―○○○○番です。 

 

大丈夫な場合は、一旦電話を切り時間になったら１１９番にかけ

直す。 

 

事業所・・・１１９番をかける 

 

指令室・・・はい、こちら１１９番消防です。 

      火事ですか？救急ですか？ 

 

事業所・・・もしもし、訓練、訓練です。通報訓練です。 

 

指令室・・・どうしましたか？ 

 

事業所・・・訓練火災です。 

 

※必ず頭に訓練を付けてください、間違って消防車が出動することがあります。 

 

以下、消防（指令室）の質問に応答する。 

（通報訓練要領参照・応えられるよう想定を決めておくと便利です） 

 

※ 事前連絡時や通報時、災害が発生しているときは中止となります。    

例・・・ただ今災害が入電中（発生中）ですので、訓練は中止します。 

    （通報訓練は中止となります、御了承ください。） 

中止の場合は通報したものとして訓練を継続してください。 

（通報訓練要領を参考に、消防役と通報者役を決めて訓練するのも可能です） 

 

※ 消防訓練（消火・通報・避難）を実施する場合は、１週間前には自衛消防

訓練通知書を提出してください。 

 

 

資料３ 
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倉庫

前各項に該当しない事業場

複合用途防火対象物のうち、その一部に特定防火対象物の用途に供されているもの

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場そのたこれらに類するもの
（９）イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

映画スタジオ又はテレビスタジオ
自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫

性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックスその他遊興のための設備等を個室において客に利用させる店舗
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店

百貨店、マーケットその他これらに類するもの

旅館、ホテル、宿泊所その他の物品販売業を営む店舗又は展示場

防火対象物の用途区分表（消防法施行令別表第１）

防火対象物の用途等
劇場、映画館、演技場又は観覧場
公会堂又は集会場
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

特定防火対象物 非特定防火対象物

項　　別

複合用途防火対象物のうち、その一部に特定防火対象物の用途部分を含まないもの

　　　　　（５）

　　　　　（１）

　　　　　（２）
遊技場又はダンスホール

　　　　　（９）

　　　　　（１３）

ロ

　（４）

　　　　　（３）

寄宿舎、下宿又は共同住宅

病院、診療所又は助産所

「避難が困難な要介護者」「避難が困難な障害者等」を主として入居させる施設、救護施設
乳児院障害児入所施設等

　（７）

ロ

ハ

・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター
有料老人ホーム等　※（６）ロに掲げるものを除く
・厚生施設、助産施設、保育所、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設等
・身体障害者福祉センター、障害者支援施設　※（６）ロに掲げるものを除く
幼稚園又は特別支援学校

総務省令で定める舟車

（１０）

（１１）

　　　　　（１２）

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

工場又は作業場

（１４）

（１５）

文化財保護法の規定によって重要美術品として認定された建造物

　　　　　（５） イ

ロ

（１８）

　　　　　（１６）

市長村長の指定する山林

延長５０メートル以上のアーケード

　　　　　（６）

　（８）

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他
これらに類するもの

（１９）

（２０）

（１７）

　　　　　（１６） イ

 

※（６）ロ・ハの内容については平成 27年 4月 1日施行 

資料４ 


